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平成１８年第１回定例会

富 良 野 市 議 会 会 議 録

平成１８年３月２０日（月曜日）午前１０時００分開議

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

◎議事日程（第６号）

日程第１ 議案第１号～議案第９号、議案第１７号・議案第１９号、

議案第２１号～議案第３０号

（予算特別委員長報告）

日程第２ 議案第２０号 富良野市人事行政の運営等の状況の公表に関する条例の制定につ

いて

日程第３ 議案第３１号 富良野市営住宅条例の一部改正について

日程第４ 議案第４７号 富良野広域串内草地組合規約の変更について

日程第５ 議案第４８号 市道路線の廃止について

日程第６ 議案第４９号 富良野市議会議員の報酬及び費用弁償等の支給条例の一部を改正

する条例の一部改正について

日程第７ 意見案第１号 旭川地方法務局富良野出張所の統廃合に反対する意見書

日程第８ 意見案第２号 北海道道州制特区推進法案に対する意見書

意見案第３号 北海道道州制特区推進法案に対する意見書

日程第９ 意見案第４号 少子化対策の強化、子育て環境の抜本的改善を求める意見書

日程第10 意見案第５号 上限関税断固反対などＷＴＯ農業交渉に関する意見書

日程第11 意見案第６号 日本郵政公社の集配局再編計画の撤回を求める意見書

日程第12 意見案第７号 米国産牛肉輸入の全面停止継続等を求める意見書

日程第13 意見案第８号 医療制度「改革」法案の撤回を求める意見書

日程第14 閉会中の所管事務調査について

─────────────────────────────────────────

（１７名）◎出席議員

議 長２０番 中 元 優 君 副議長 ７番 岡 本 俊 君

１番 今 利 一 君 ２番 佐々木 優 君

３番 宮 田 均 君 ５番 上 田 勉 君

８番 横 山 久仁雄 君 ９番 千 葉 勲 君

１０番 野 嶋 重 克 君 １２番 東海林 孝 司 君

１３番 千 葉 健 一 君 １４番 岡 野 孝 則 君

１５番 菊 地 敏 紀 君 １６番 宍 戸 義 美 君

１７番 北 猛 俊 君 １８番 日 里 雅 至 君

１９番 東海林 剛 君

─────────────────────────────────────────

（１名）◎欠席議員

４番 外 川 裕 君
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─────────────────────────────────────────

◎説 明 員

市 長 高 田 忠 尚 君 助 役 松 浦 惺 君

収 入 役 小 玉 将 臣 君 総 務 部 長 石 井 隆 君

市 民 部 長 小 尾 徳 子 君 保 健 福 祉 部 長 宇佐見 正 光 君

経 済 部 長 秋 田 行 君 建 設 水 道 部 長 小野寺 一 利 君

看護専門学校長 登 尾 公 子 君 細 川 一 美 君中心街整備推進室長

総 務 課 長 松 本 博 明 君 財 政 課 長 鎌 田 忠 男 君

教 育 委 員 会企 画 振 興 課長 伊 藤 和 朗 君 齊 藤 亮 三 君委 員 長

教 育 委 員 会 教 育 委 員 会川 島 祐 司 君 杉 浦 重 信 君教 育 長 教 育 部 長

農 業 委 員 会農業委員会会長 藤 野 昭 治 君 栗 山 則 政 君事 務 局 長

監 査 委 員監 査 委 員 今 井 正 行 君 大 西 克 男 君事 務 局 長

公 平 委 員 会 公 平 委 員 会島 強 君 大 西 克 男 君委 員 長 事 務 局 長

選挙管理委員会 選挙管理委員会藤 田 稔 君 佐 藤 修 君委 員 長 事 務 局 長

─────────────────────────────────────────

◎事務局出席職員

事 務 局 長 桐 澤 博 君 書 記 大 畑 一 君

書 記 日 向 稔 君 書 記 太 田 琴 美 君

書 記 藤 野 秀 光 君



― 149 ―

午前１０時００分 開議

（出席議員数１７名）

────────────────────

開 議 宣 告

────────────────────

これより、本日の会議○議長（中元優君）

を開きます。

────────────────────

会議録署名議員の指名

────────────────────

本日の会議録署名議員○議長（中元優君）

には、

千 葉 勲 君

岡 野 孝 則 君

を御指名申し上げます。

────────────────────

諸 般 の 報 告

────────────────────

事務局長をして諸般の○議長（中元優君）

報告をいたさせます。

事務局長桐澤博君。

－登壇－○事務局長（桐澤博君）

議長の諸般報告を朗読いたします。

議会側提出事件については、予算特別委員

会報告、追加議案、議案第４９号、意見案８

件及び事務調査の申し出等につきましては、

本日御配付の議会側提出件名表ナンバー２に

記載のとおりでございます。

なお、意見案第９号については、本日文書

をもって撤回の申し出があり、これを許可い

たしましたので、報告いたします。

その他、市長より発言の申し出がございま

す。

次に、市民福祉委員会より、副委員長に

佐々木優君が選任された旨、報告がございま

した。

以上でございます。

────────────────────

議会運営委員長報告

────────────────────

本定例会の運営に関し○議長（中元優君）

て、議会運営委員会より報告を願います。

議会運営委員長横山久仁雄君。

－登壇○議会運営委員長（横山久仁雄君）

－

議会運営委員会より、３月１４日及び本日

委員会を開催し、追加議案の取り扱いについ

て審議いたしましたので、その結果を御報告

申し上げます。

追加議案は、議会側提出案件１１件で、内

容は予算特別委員会報告、条例１件、意見案

８件及び閉会中の事務調査１件がございま

す。いずれも、本日の日程の中で御審議を願

うことにしております。

なお、当初提出されておりました意見案第

９号につきましては、本日議長あてに文書を

もって撤回の申し出がありましたので、議事

日程より削除することで確認をいたしており

ます。

以上を申し上げまして、議会運営委員会か

らの報告を終わります。

お諮りいたします。○議長（中元優君）

ただいま議会運営委員長より報告のとお

り、本定例会を運営いたしたいと思います。

これに御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

御異議なしと認めま○議長（中元優君）

す。

よって、ただいまお諮りのとおり決しまし

た。

────────────────────

日程第１

議案第１号～議案第９号、議案第１

７号・議案第１９号、議案第２１号

～議案第３０号

（予算特別委員長報告）

────────────────────

日程第１ 議案第１号○議長（中元優君）

ないし議案第９号及び議案第１７号、議案第

１９号、議案第２１号ないし議案第３０号、

以上２１件を一括して議題といたします。

本件２１件は、予算特別委員会に付託した

案件であります。予算特別委員長の報告を求

めます。
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予算特別委員長東海林剛君。

－登壇－○予算特別委員長（東海林剛君）

予算特別委員会より、審査の経過と結果に

ついて御報告申し上げます。

本委員会は、３月１０日、議員全員をもっ

て設置され、議案第１号外２０件の議案審査

の付託を受け、同日、正副委員長の選出を行

い、３月１３日、１４日、１５日の３日間に

わたり審査を行ってまいりました。

本会議第１日目に、理事者から提案されま

した予算概要にもありますように、本年度は

市長改選期に当たるため、骨格予算でありま

すが、一般会計、特別会計、企業会計の総額

２１４億４,０５０万円の平成１８年度当初

予算と、これに関連する付託議案について詳

細な質疑を重ね、審査を行ったところであり

ます。

審査に当たっては、国の地方財政対策によ

る地方交付税等の削減など、厳しい財政状況

の中にあって、各種事業の適性な執行の観点

から質疑が行われました。

一般会計では、特に地域づくり推進、福祉

のまちづくり、合併浄化槽対策、中山間地域

等直接支払事業、安心・安全農業推進事業、

まちづくり会社自立支援事業、中小企業振興

資金融資事業、商工業パワーアップ資金融資

事業、道路維持補修、除雪対策、市街地再開

発事業、土地区画整理事業、学校農園活用事

業、コミュニティづくり事業、陸上競技場改

修などについて質疑が行われました。

また、特別会計、企業会計においては、国

保ヘルスアップ事業と地域包括支援センター

運営、ワイン事業の展望などについて意見が

出されました。

質疑終了後、討論の申し出はなく、採決の

結果、議案第１号ないし議案第９号、議案第

１７号、議案第１９号、議案第２１号ないし

議案第３０号の付託全議案について、全会一

致をもってそれぞれ原案のとおり可決すべき

ものと決定した次第であります。

なお、このたびは骨格予算ではあります

が、審査中述べられました意見を十分に検討

され、予算の執行に当たられますようお願い

を申し上げ、審査の経過と結果の報告といた

します。

以上、予算特別委員会の報告を終わらせて

いただきます。

お諮りいたします。○議長（中元優君）

本件は、委員長の報告に関する質疑及び討

論は省略し、直ちに採決いたしたいと思いま

す。これに御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

御異議なしと認めま○議長（中元優君）

す。

よって、本件は、質疑、討論を省略するこ

とに決しました。

これより、本件２１件の採決を起立採決に

より、順次行います。

最初に、議案第１号平成１８年度富良野市

一般会計予算及びこれに関連する議案第１７

号、議案第１９号、議案第２１号ないし議案

第３０号、以上１３件について、委員長報告

のとおり決することに賛成の諸君の起立を求

めます。

（賛成者起立）

起立全員であります。○議長（中元優君）

よって、本件１３件は、原案のとおり可決

されました。

次に、議案第２号ないし議案第９号、以上

８件について、委員長報告のとおり決するこ

とに賛成の諸君の起立を求めます。

（賛成者起立）

起立全員であります。○議長（中元優君）

よって、本件８件は、原案のとおり可決さ

れました。

────────────────────

日程第２

議案第２０号 富良野市人事行政の

運営等の状況の公表に関する条例の

制定について

────────────────────

日程第２ 議案第２０○議長（中元優君）

号富良野市人事行政の運営等の状況の公表に

関する条例の制定についてを議題といたしま
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す。

お諮りいたします。

本件については、さきの議会運営委員長の

報告のとおり、精査を要しますので、総務文

教委員会に付託し、閉会中継続審査といたし

たいと思います。

これに御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

御異議なしと認めま○議長（中元優君）

す。

よって、本件は、ただいまお諮りのとおり

決しました。

────────────────────

日程第３

議案第３１号 富良野市営住宅条例

の一部改正について

────────────────────

日程第３ 議案第３１○議長（中元優君）

号富良野市営住宅条例の一部改正についてを

議題といたします。

これより、本件の質疑を行います。

質疑ございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

なければ、以上で本件○議長（中元優君）

の質疑を終わります。

討論を省略いたします。

お諮りいたします。

本件に御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

御異議なしと認めま○議長（中元優君）

す。

よって、本件は、原案のとおり可決されま

した。

────────────────────

日程第４

議案第４７号 富良野広域串内草地

組合規約の変更について

────────────────────

日程第４ 議案第４７○議長（中元優君）

号富良野広域串内草地組合規約の変更につい

てを議題といたします。

これより、本件の質疑を行います。

質疑ございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

なければ、以上で本件○議長（中元優君）

の質疑を終わります。

討論を省略いたします。

お諮りいたします。

本件に御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

御異議なしと認めま○議長（中元優君）

す。

よって、本件は、原案のとおり可決されま

した。

────────────────────

日程第５

議案第４８号 市道路線の廃止につ

いて

────────────────────

日程第５ 議案第４８○議長（中元優君）

号市道路線の廃止についてを議題といたしま

す。

これより、本件の質疑を行います。

質疑ございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

なければ、以上で本件○議長（中元優君）

の質疑を終わります。

討論を省略いたします。

お諮りいたします。

本件に御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

御異議なしと認めま○議長（中元優君）

す。

よって、本件は、原案のとおり可決されま

した。

────────────────────

日程第６

議案第４９号 富良野市議会議員の

報酬及び費用弁償等の支給条例の一

部を改正する条例の一部改正につい

て

────────────────────

日程第６ 議案第４９○議長（中元優君）

号富良野市議会議員の報酬及び費用弁償等の
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支給条例の一部を改正する条例の一部改正に

ついてを議題といたします。

提案者の説明を求めます。

１７番北猛俊君。

－登壇－○１７番（北猛俊君）

議案第４９号富良野市議会議員の報酬及び

費用弁償等の支給条例の一部を改正する条例

の一部改正につきましては、地方自治法第１

１２条及び富良野市議会会議規則第１３条の

規定により、横山議員を初めとして、４名の

議員の御賛同をいただき提案するものであり

ます。

本件は、本定例会２日目の議会改革特別委

員会報告で提起いたしました、議会改革の実

践にかかわる条例の一部改正でございます。

以下、その内容を御説明いたします。

逼迫する市の財政状況の健全化に向けた取

り組みや、先行き不透明な市内経済の状況に

かんがみ、市議会みずからの財政的努力の取

り組みとして、平成１８年度に支給される議

員報酬、期末手当総額の１０％に当たる額を

当該年度の期末手当から加算率１５％の停止

と、支給月数１.０５月を減じることにより

削減しようとするものであります。

条例の改正内容につきましては、平成１７

年一部改正条例第３号附則に、見出しを期末

手当に関する特例措置とし、第３項、平成１

８年度に支給される期末手当に限り、６月支

給分は報酬月額に１００分の１６５、１２月

支給分は１００分の１７０の率を乗じて得た

額として、追加するものであります。

なお、この条例改正に伴う議員一人当たり

の年間削減額は５３万１００円であり、総額

では１,０７７万１,０００円の削減を予想し

ております。

議員各位には、何かと出費の多い昨今、大

変恐縮に存じますが、何とぞよろしく御審議

の上、御賛同賜りますようお願い申し上げ、

提案説明といたします。

これより、本件の質疑○議長（中元優君）

を行います。

質疑ございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

なければ、以上で本件○議長（中元優君）

の質疑を終わります。

討論を省略いたします。

お諮りいたします。

本件に御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

御異議なしと認めま○議長（中元優君）

す。

よって、本件は、原案のとおり可決されま

した。

────────────────────

日程第７

意見案第１号 旭川地方法務局富良

野出張所の統廃合に反対する意見書

────────────────────

日程第７ 意見案第１○議長（中元優君）

号旭川地方法務局富良野出張所の統廃合に反

対する意見書を議題といたします。

提出者の説明を求めます。

８番横山久仁雄君。

－登壇－○８番（横山久仁雄君）

意見案第１号旭川地方法務局富良野出張所

の統廃合に反対する意見書は、佐々木優議員

外３名の賛同を得まして、会議規則第１３条

の規定により提出するものであります。

読み上げて、提案説明といたしたいと思い

ます。

旭川地方法務局富良野出張所の統廃合に反

対する意見書。

地域住民の生活の制度的基盤である不動産

や会社の登記事務、また、これに付随して印

鑑証明書の発行を初めとした各種証明、並び

に地図情報の提供は、地域住民の権利の保全

と福祉の充実を図るために必須の社会的イン

フラであります。

しかるに、旭川地方法務局は、利用者たる

地域住民の不利益を顧みず、富良野出張所を

統廃合しようとしている。

これは、行政改革の名を借りた地方切り捨

て、また、憲法により保障された住民の生存

権的基本権を奪うことにほかならない。
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よって、地域住民の生活権を奪う旭川地方

法務局富良野出張所の統廃合に反対をする。

以上、よろしく御審議をいただき、御賛同

をいただきますようお願いを申し上げ、提案

といたします。

これより、本件の質疑○議長（中元優君）

を行います。

質疑ございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

なければ、以上で本件○議長（中元優君）

の質疑を終わります。

討論を省略いたします。

お諮りいたします。

本件に御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

御異議なしと認めま○議長（中元優君）

す。

よって、本件は、原案のとおり可決されま

した。

直ちに関係機関に送付いたします。

────────────────────

日程第８

意見案第２号 北海道道州制特区推

進法案に対する意見書

意見案第３号 北海道道州制特区推

進法案に対する意見書

────────────────────

日程第８ 意見案第２○議長（中元優君）

号、同じく意見案第３号北海道道州制特区推

進法案に対する意見書を議題といたします。

本件２件について、提案者の説明を求めま

す。

１９番東海林剛君。

－登壇－○１９番（東海林剛君）

意見案第２号北海道道州制特区推進法案に

対する意見書は、横山久仁雄議員初め、議会

運営委員全員の賛同をもって提出するもので

ございます。

政府で北海道道州制特区推進法案の法制化

に向けて準備がされております。この法案に

対しては、タウンミーティングでも慎重な意

見が多く、地方経済の脆弱化、北海道の財政

状況、市町村合併が進まないなど、受け入れ

体制が整っておりません。

また、北海道特例の廃止の方向と国道の北

海道への委譲は、市民生活の安全確保に難点

があるとともに、地域経済自立の芽を摘みか

ねず、受け入れることには反対です。

このことから、北海道道州制特区推進法案

について、慎重な論議の上、北海道民の意向

を尊重した中で法制化するよう、関係機関に

具申していただくよう要望をいたします。

これは、国に対しての意見書でありまし

て、意見案第３号同じく北海道道州制特区推

進法案に対する意見書、これは同様の内容で

北海道知事あてに送付するものでございま

す。

今国会に提出が検討されているこの法案で

ありますが、現在最終調整が行われていると

いうようにお聞きをいたしております。

全国に先駆けて道州制による分権モデルを

実践しようとしている中で、本来の趣旨から

離れ、行革や特例縮小を優先した、それを前

提としたものであり、この中身については容

認できないという声を富良野市議会からも上

げていこうとするものであります。

あわせてよろしく御審議いただき、御賛同

いただきますようお願いを申し上げます。

これより、本件の質疑○議長（中元優君）

を行います。

質疑ございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

なければ、以上で本件○議長（中元優君）

の質疑を終わります。

討論を省略いたします。

お諮りいたします。

本件２件に御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

御異議なしと認めま○議長（中元優君）

す。

よって、本件２件は、原案のとおり可決さ

れました。

直ちに関係機関に送付いたします。

────────────────────
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日程第９

意見案第４号 少子化対策の強化、

子育て環境の抜本的改善を求める意

見書

────────────────────

日程第９ 意見案第４○議長（中元優君）

号少子化対策の強化、子育て環境の抜本的改

善を求める意見書を議題といたします。

提案者の説明を求めます。

２番佐々木優君。

－登壇－○２番（佐々木優君）

意見書案第４号少子化対策の強化、子育て

環境の抜本的改善を求める意見書につきまし

ては、東海林剛議員外５名の賛同を得て提出

いたします。

我が国の合計特殊出生率は、１９９４年の

１.５０から２００４年の１.２９へと急速に

低下し、ついに昨年１年間の出生数が死亡数

を１万人下回ることが明らかになり、厚生労

働省の人口動態統計推計で初めて人口減少に

なるとされました。これは、我が国の子育て

環境の劣悪化が進んでいることに問題があり

ます。

２００５年版の少子化社会白書は、海外の

少子化対策を詳しく紹介しています。仕事と

家庭の両立支援策、働き方の見直し、保育

サービスの拡充、経済的支援など、総合的で

個々の対策をきちんととって出生率を回復し

ています。

例えば、出生率を９０年代後半の１.５か

ら２００３年に１.７に回復したスウェーデ

ンに注目し、育児休業取得率が女性８割強、

男性８割弱で、日本の女性７０.６％、男性

０.５６％と比べて男性がはるかに高い水準

にあると指摘、その背景として所得保障制度

の充実などを挙げています。

また、出生率を１９９０年の１.７８か

ら、２００３年に１.８９に回復したフラン

スでは、児童手当や乳幼児迎え入れ手当、家

族手当、新学期手当など、手厚い家族給付が

行われているとしています。

ところが、昨年９月に発表された少子化と

男女共同参画に関する社会環境の国際比較で

は、ＯＥＣＤ加盟国中で我が国が労働時間、

雇用機会の均等度、地域の子育て環境、家庭

内役割分担、子育て費用、若者の自立可能性

など、子育て環境の指標で最もおくれた国に

なっていることが示されています。

安心して子供を産み育てることのできる社

会をつくることは、我が国と国民の未来にか

かわる大問題であります。

よって政府は、長時間労働をなくし、家庭

生活との両立ができる人間らしい労働を取り

戻すこと、男女差別・格差をなくし、女性が

働き続けられる社会を築くこと、保育所や学

童保育など子育ての条件改善に取り組むこ

と、子供の医療費無料化を拡充すること、若

者に安定した仕事を確保することなど、子育

ての抜本的改善を図るべきであります。

以上、地方自治法第９９条の規定に基づき

意見書を提出いたします。

賛同いただきますように、よろしくお願い

いたします。

これより、本件の質疑○議長（中元優君）

を行います。

質疑ございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

なければ、以上で本件○議長（中元優君）

の質疑を終わります。

討論を省略いたします。

お諮りいたします。

本件に御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

御異議なしと認めま○議長（中元優君）

す。

よって、本件は、原案のとおり可決されま

した。

直ちに関係機関に送付いたします。

────────────────────

日程第１０

意見案第５号 上限関税断固反対な

どＷＴＯ農業交渉に関する意見書

────────────────────

日程第１０ 意見案第○議長（中元優君）



― 155 ―

５号上限関税断固反対などＷＴＯ農業交渉に

関する意見書を議題といたします。

提案者の説明を求めます。

１番今利一君。

－登壇－○１番（今利一君）

意見案第５号上限関税断固反対などＷＴＯ

農業交渉に関する意見書は、菊地敏紀議員外

６名の賛同を得て、提出するものでありま

す。

昨年１２月に開催されたＷＴＯ香港閣僚会

議では、本年１２月の最終合意に向けて関税

削減率など要件が入ったモダリティを４月末

に、これに基づく包括的な譲許表案を７月末

までに提案をすることなどを盛り込んだ宣言

を採択した。

宣言では、日本政府が強く反対していた上

限関税の設定は明記されず、重要品目の位置

づけも認められた。しかし、重要品目の品目

数の取り扱いや、米国、ＥＵが主張する低関

税輸入割当数量の拡大義務づけなどの働きも

あり、４月末のモダリティ確立に向けてきわ

めて厳しい交渉が続けられている。

日本の食糧自給率４０％、国民の食料の大

半を海外に依存している現状の中で、農業生

産と食糧自給率を根幹から揺るがす上限関税

や重要品目の取り扱いは国民の命と健康、暮

らしに直結する問題であります。

特に、米を初め、小麦、砂糖、でん粉、雑

豆、乳製品などの高関税品目を抱える本道農

業の生死を左右する重要課題であるわけであ

ります。

仮に、今後の交渉で大幅な関税引き下げと

なれば、第一次産業と結びつきの深い製造業

など、地域経済全体に甚大な打撃を与えるこ

とは必至であります。このため、ＷＴＯ農業

交渉が重大な局面を迎える今日、多様な農業

の生存と食糧主権の確立が図られるよう、下

記の事項を添えて強く要望するものでありま

す。

記に関しては、４点ございます。熟読の

上、よろしく賛同の上、お願い申し上げる次

第でございます。

これより、本件の質疑○議長（中元優君）

を行います。

質疑ございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

なければ、以上で本件○議長（中元優君）

の質疑を終わります。

討論を省略いたします。

お諮りいたします。

本件に御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

御異議なしと認めま○議長（中元優君）

す。

よって、本件は、原案のとおり可決されま

した。

直ちに関係機関に送付いたします。

────────────────────

日程第１１

意見案第６号 日本郵政公社の集配

局再編計画の撤回を求める意見書

────────────────────

日程第１１ 意見案第○議長（中元優君）

６号日本郵政公社の集配局再編計画の撤回を

求める意見書を議題といたします。

提案者の説明を求めます。

２番佐々木優君。

－登壇－○２番（佐々木優君）

意見案第６号日本郵政公社の集配局再編計

画の撤回を求める意見書につきましては、横

山久仁雄議員外２名の賛同を得て提出をいた

します。

日本郵政公社は、２００７年１０月から民

営化を前に郵便物の収集、区分、配達の業務

を行う集配郵便局を都市部の局に集約する再

編計画を検討しています。

これは、同公社が２００７年の民営化に向

けて進める人員削減、合理化策の一環であ

り、全国の過疎地を中心に９６６局の集配業

務を廃止し、窓口業務だけを行う無集配局に

するものであります。この中に、北海道の１

４１局が検討対象とされています。

上川管内では、４５郵便局のうち半数近

く、２２局が廃止になるとされています。こ
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の計画が実施されると、特に冬期間における

郵便配達など、遅配やサービスの低下を招く

ことは明らかです。さらに、郵便局職員や家

族などの減少は地域経済にも大きな影響を与

えることは必至であります。これが地域の過

疎化、ひいては地域崩壊にもつながりかねま

せん。

道内で１４１局となれば、現在の集配局総

数の４４６局の３割にも達するものであり、

全国ネットワークは維持するとの政府の国会

答弁にも反します。

このような、地域実情を無視した再編計画

は、効率性や採算性優先で過疎地を切り捨て

るものであり、到底認めることはできませ

ん。

よって、以下のことを強く要望いたしま

す。

１、利潤追求優先で、道内郵便局の３割も

の集配局を廃止し、道内の郵便事業ネット

ワークを壊す再編計画は白紙撤回すること。

２、郵政民営化法の国会審議での政府答弁

どおり、郵便局の全国ネットワーク網とサー

ビス水準をしっかり維持し、過疎地の一方的

切り捨ては行わないこと。

以上、地方自治法第９９条の規定に基づい

て意見書を提出いたします。

賛同いただきますように、よろしくお願い

いたします。

これより、本件の質疑○議長（中元優君）

を行います。

質疑ございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

なければ、以上で本件○議長（中元優君）

の質疑を終わります。

討論を省略いたします。

お諮りいたします。

本件に御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

御異議なしと認めま○議長（中元優君）

す。

よって、本件は、原案のとおり可決されま

した。

直ちに関係機関に送付いたします。

────────────────────

日程第１２

意見案第７号 米国産牛肉輸入の全

面停止継続等を求める意見書

────────────────────

日程第１２ 意見案第○議長（中元優君）

７号米国産牛肉輸入の全面停止継続などを求

める意見書を議題といたします。

提案者の説明を求めます。

１番今利一君。

－登壇－○１番（今利一君）

意見案第７号米国産牛肉輸入の全面停止継

続などを求める意見書。

会議規則第１３条の規定により、菊地敏紀

議員外６名の賛同を得て提出するものであり

ます。

２００５年１２月１２日、日本政府はＢＳ

Ｅ発生国である米国・カナダ産の牛肉の再開

を決定し、食肉業者は早くも輸入を再開しま

した。

この政府の決定は、食品安全委員会の１２

月８日の答申に基づくものでありますが、こ

の答申の多くは仮定に基づくものであり、米

国産、カナダ産牛肉の安全性を科学的に証明

したものではなく、加えてそこで指摘された

米国産でのＢＳＥ対策と日本向けの輸出プロ

グラムが守られればという仮定では、２００

６年１月２０日に米国から輸入された牛肉の

成田空港検疫所での検査でもろくも崩されま

した。

輸入牛肉３９０キログラムから、ＳＲＭの

脊柱が発見されたのであります。また、米国

では依然として家畜の飼料、代用乳、人工乳

に肉骨粉、牛脂、血粉を使用するなど、ＢＳ

Ｅ対策のずさんさを示しているのでありま

す。さらに、ＳＲＭ混入発覚後も米国政府首

脳は、交通事故より安全だなどと日本の消費

者を愚弄する発言を繰り返しているのであり

ます。

こうした食の安全をないがしろにした米国

政府のやり方、姿勢を糾弾するとともに、輸
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入再開に拙速に決定した厚生労働省、農林水

産省の責任を問うものであります。

よって、米国産牛肉の全面輸入停止を継続

するとともに、直ちに米国カナダ産牛肉の安

全評価を見直すことなど、下記の事項を添え

て強く要望するものであります。

記については３点でございます。

以上、地方自治法第９９条の規定によっ

て、意見案を提出するものであります。

よろしく審議のほどお願いを申し上げま

す。

これより、本件の質疑○議長（中元優君）

を行います。

質疑ございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

なければ、以上で本件○議長（中元優君）

の質疑を終わります。

討論を省略いたします。

お諮りいたします。

本件に御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

御異議なしと認めま○議長（中元優君）

す。

よって、本件は、原案のとおり可決されま

した。

直ちに関係機関に送付いたします。

────────────────────

日程第１３

意見案第８号 医療制度「改革」法

案の撤回を求める意見書

────────────────────

日程第１３ 意見案第○議長（中元優君）

８号医療制度「改革」法案の撤回を求める意

見書を議題といたします。

提案者の説明を求めます。

２番佐々木優君。

－登壇－○２番（佐々木優君）

意見案第８号医療制度「改革」法案の撤回

を求める意見書につきましては、横山久仁雄

議員外２名の賛同を得て提出いたします。

政府は、今国会に医療制度改革関連法案を

提出しています。この法案は、医療費の伸び

を抑えるとし、高齢者を中心に国民に新たな

負担増を求めるとともに、公的医療制度を土

台から壊す方向に大きく踏み出すものであり

ます。

法案では、現役並み所得のある７０歳以上

の高齢者の窓口負担をことし１０月から現行

の２割を３割に引き上げ、２００８年４月か

らは７０歳から７４歳の一般所得者の負担も

現行の１割から２割に引き上げるとしていま

す。

また、ことし１０月から長期入院する７０

歳以上の高齢者に食費、居住費負担を求め、

さらに７５歳以上の高齢者を対象にする高齢

者医療制度を創設して保険料を負担させるな

ど、医療を最も必要とする高齢者に現役世代

との公平を口実に負担増を次々に押しつける

ものとなっております。

高齢者に肩身の狭い思いをさせて、病院に

かかりやすい高齢者に現役世代と同じ割合で

窓口負担を求めれば、家計への負担は何倍に

もなります。高齢者の窓口負担は現役世代よ

りも低く抑えるのが当然であります。

また、法案には高額医療費の自己負担限度

額の引き上げ、国保加入の６５歳以上の高齢

者の保険料が年金から天引きも盛り込まれて

います。法案の最大の目的は、医療給付費の

抑制にあり、都道府県に入院日数短縮の数値

目標を明確にした医療費適正化計画の策定を

義務づけ、抑制が不十分とされた都道府県に

は、国が他と異なる医療方針を定めることが

できる仕組みまで導入するとしています。

また、介護療養型医療施設の２０１２年４

月からの廃止を打ち出し、高齢者の療養病床

を現在のベッド数、医療・介護型合計３８万

床を医療型１５万床に大幅削減するとしてい

ます。負担増とともに、大幅な制度改変を行

うものであります。

したがって、日本医師会なども国民皆保険

制度を崩すものと強く反対しています。

よって政府は、最も医療を必要とする高齢

者を直撃し、国民皆保険制度を土台から壊す

今回の医療制度改悪関連法案を撤回し、公的
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医療への国庫負担をふやし、医療保険制度へ

の国の責任を高めるよう強く求めるものであ

ります。

以上、地方自治法第９９条の規定に基づき

意見書を提出いたします。

賛同していただけますように、よろしくお

願いをいたします。

これより、本件の質疑○議長（中元優君）

を行います。

質疑ございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

なければ、以上で本件○議長（中元優君）

の質疑を終わります。

討論を省略いたします。

お諮りいたします。

本件に御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

御異議なしと認めま○議長（中元優君）

す。

よって、本件は、原案のとおり可決されま

した。

直ちに関係機関に送付いたします。

────────────────────

日程第１４

閉会中の所管事務調査について

────────────────────

日程第１４ 閉会中の○議長（中元優君）

所管事務調査についてを議題といたします。

本件について、経済建設委員長よりの申し

出を職員に朗読いたさせます。

庶務課長大畑一君。

－登壇－○庶務課長（大畑一君）

経済建設常任委員会委員長からの所管事務

調査の申し出を朗読いたします。

事務調査申出書。

本委員会は、閉会中、下記の件について継

続調査を要するものと決定したので申し出ま

す。

経済建設委員会。

調査番号、調査第７号。

調査件名、中小企業振興（雇用状況）につ

いて。

以上です。

お諮りいたします。○議長（中元優君）

ただいま朗読報告のとおり、閉会中の事務

調査について決定いたしたいと存じます。こ

れに御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

御異議なしと認めま○議長（中元優君）

す。

よって、申し出のとおり、閉会中の事務調

査を許可することに決しました。

────────────────────

市 長 あ い さ つ

────────────────────

この際、あらかじめ申○議長（中元優君）

し出のありました市長の発言を許可いたしま

す。

市長高田忠尚君。

－登壇－○市長（高田忠尚君）

お許しをいただきまして、平成１８年第１

回定例会の閉会に当たり、一言ごあいさつを

申し上げます。

初めに、本定例会に御提案させていただき

ました平成１８年度予算を初めといたしまし

た全議案を可決、承認をいただきましたこと

に、衷心より厚くお礼を申し上げる次第でご

ざいます。

さて、私は昨年１２月、平成１７年第４回

定例会におきまして、４月に執行されます市

長選挙に出馬しないことを表明いたしました

ことから、本定例会が最後の議会となるた

め、この場をおかりいたしましてごあいさつ

を申し上げさせていただきたいと存じます。

私は、平成６年５月の就任以来、３期１２

年間、市民が主役の町づくりを基本に全力で

市政を担当させていただきました。これもひ

とえに、議会議員の皆さんを初め、多くの市

民の皆さんの御理解と御協力のたまものと、

心より感謝とお礼を申し上げる次第でありま

す。

顧みますと、バブル経済が崩壊し、景気の

低迷する中にあって、国の行財政改革や三位

一体改革など、地方を取り巻く環境は年を追
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うごとに厳しさを増してまいりました。この

間、基幹産業であります農業の振興、広域観

光の充実、資源リサイクルとごみの広域分担

処理、芸術文化の発信基地としての富良野演

劇工場、中心市街地の活性化、地域医療の中

核である地域センター病院の改築などに取り

組んでまいりました。

また、地域の物流、観光、医療、災害の核

となる地域高規格道路、旭川十勝道路が着手

されました。加えて、開拓にかけた先人の熱

い思いを受け継いだ開庁１００年事業や、富

良野圏域の将来の自治のあり方を論議させて

いただくなど、明日の富良野市の基盤づく

り、道筋が見えてきたものと確信いたしてお

ります。

今後、ますます厳しい変革の時代を迎える

と思いますが、議員各位並びに市民の皆様に

おかれましては、健康に十分留意され、新た

なリーダーのもとに活力ある富良野市の町づ

くりを継続していただきたいと存じます。私

もこれから、一市民として富良野市の発展の

ために微力を尽くしてまいりいと存じます。

結びになりますが、改めましてこれまで１

２年間、御理解と御協力を賜りました職員各

位を初め、市民の皆様に心から感謝を申し上

げ、富良野市のますますの発展を祈念いたし

ますとともに、５月１４日まで残された任

期、最後までしっかりと市民の皆様の付託に

こたえてまいりたいと改めて誓いをするとこ

ろでございます。

長い間、皆様方にお世話になりましたこと

を改めてお礼を申し上げ、ごあいさつとさせ

ていただきます。ありがとうございました。

（拍手）

────────────────────

議 長 あ い さ つ

────────────────────

－登壇－○議長（中元優君）

第１回定例会の閉会に当たり、一言ごあい

さつを申し上げたいと思います。

議員各位におかれましては、議会運営、議

会の活性化に御協力を賜り、厚くお礼を申し

上げます。

今定例会に提案されました議案を初め、一

般質問においても多くの議論をいただいたと

ころであります。今年も市民対応を進めなが

ら、町づくりに推進していきたく思うところ

であります。議員各位、理事者、行政職の皆

様の一層の御支援を願うところであります。

さて、ただいまは高田市長より今期限りで

御勇退というごあいさつがございましたが、

３期１２年にわたって市政を担当され、非常

に厳しい財政運営の中、市民参加の町づくり

に御尽力をいただいたことに心より敬意を申

し上げる次第であります。

どうぞ今後も職を離れられても、市政の発

展に御指導を賜りますよう心からお願いをい

たす次第であります。

結びに、議員各位、理事者、行政職の皆様

には、健康に十分留意され、市民生活の充

実、発展のため御尽力をいただきますようお

願いを申し上げまして、ごあいさつといたし

たいと思います。

ありがとうございました。

────────────────────

閉 会 宣 告

────────────────────

以上で、本日の日程を○議長（中元優君）

終わり、本定例会の案件はすべて終了いたし

ました。

これをもって、平成１８年第１回富良野市

議会定例会を閉会いたします。

午前１０時４８分 閉会
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